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重層的支援体制整備事業（移行準備事業）実施計画の変更について 

 

令和７年３月、国は重層的支援体制整備事業について、地域共生社会の在り方検討会

議や財務省の予算執行調査の結果を踏まえ、関連する交付金の方向性の明示や事業要件

の見直し等、大きな方針転換を示した。 

当市では、令和６年度に事業計画（移行準備事業）を策定し、今年度より交付金を活

用しながら、順次、各種事業に取り組む予定であったが、今般の国の方針転換を踏まえ、

交付金の活用を前提としない、持続可能な重層的支援体制整備事業を推進するため、実

施計画の位置付けや内容等について変更を行うもの。 

 

 

１．国の主な見直し内容 

⑴ 重層的支援体制整備事業交付金の方向性 

国は交付金の創設により、重層的支援体制整備事業の実施を推進してきたものの、

交付金は恒久的措置とせず、一定期間経過後に終了する。 

⑵ 多機関協働事業1における外部委託の禁止 

市町村が責任を持って直営で実施することを原則とする。 

 

２．当市における対応 

⑴ 現計画の位置付けの変更 

  交付金の活用を前提とする社会福祉法第 106 条の５の規定に基づく実施計画につ

いて、位置付けを変更する。 

⑵ 多機関協働のためのネットワーク推進事業の実施 

多様な支援関係者の連携・協働により複雑化・多様化するニーズに対応していくた

め、分野横断的な多機関連携の重要性への理解促進と意識醸成を図るとともに、相

互理解や顔の見える関係づくりを推進することを目的に、庁内・庁外の支援関係者

を対象に連続する研修会を開催する。 

  ⑶ 持続可能な重層的支援体制整備事業の検討 

令和８年度から多機関協働事業を開始するため、「多機関協働のためのネットワー

ク推進事業」で構築された庁内・庁外の支援関係者間のネットワークを基盤とする

持続可能な重層的支援体制整備事業について検討する。 

 

３．今後のスケジュール 

６月 〇 八戸市健康福祉審議会での報告 

８月～ 〇 多機関協働のためのネットワーク推進事業の開始（～翌年２月） 

〇 持続可能な重層的支援体制整備事業の検討の開始 

 

                                                      

1 多機関協働事業…重層的支援体制整備事業の中核事業で、単独の支援関係機関では対応が

難しい複合化・複雑化した支援ニーズがある事例を調整し、支援関係機関の役割分担や支援

の方向性の決定、支援プランの策定等、支援関係者間の連携・協働を進める事業。 
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